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黒川西谷特別緑地保全地区 

議案第１２３号	

	

あっせんの申立てについて	

	

	 次のとおり、原子力損害の賠償に関する紛争について、あっせんの申立てを

行いたいので、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により議会の議決を

求める。	

	

平成３０年	 	 月	 	 日提出	

川崎市長	 福	 田	 紀	 彦	

	

１	 当事者	

	 	 申立人となるべき者	 川	 崎	 市	

	 	 被申立人となるべき者	 東京電力ホールディングス株式会社	

２	 あっせんの申立ての要旨	

本市は、平成２３年３月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電

所事故に伴う放射性物質対策に要した費用に係る損害賠償金の支払について、

被申立人となるべき者と協議をしているが、当該費用のうち、空間放射線量

検査に要した費用（平成２４年度分から平成２６年度分まで）、多摩川河川

敷の除染に要した費用（平成２４年度分）、市民等への放射線測定器の貸出

しに要した費用（平成２３年度分、平成２４年度分及び平成２６年度分）及

び環境局放射線安全推進室の放射性物質対策の推進に要した費用（平成２４

年度分から平成２６年度分まで）に係る損害賠償金の支払について、被申立

人となるべき者と合意に至らなかった。	

このため、原子力損害賠償紛争解決センターに対して、原子力損害の賠償
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平成３０年 ９ 月 ３ 日提出

    川崎市長 福　田　紀　彦



に関する紛争について、あっせんの申立てを行いたい。	
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	 	 	 事	 件	 の	 概	 要	

	

１	 平成２３年３月、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故（以下「福

島原発事故」という。）が発生した。	

２	 本市は、平成２３年３月に川崎区内に、同年６月に麻生区内に、平成２４

年８月に中原区内に、放射線測定器を設置し、市内３箇所で、空間放射線量

の常時測定を実施した。	

３	 平成２４年３月、川崎区殿町３丁目地先の多摩川河川敷において、放射性

物質による汚染箇所が発見されたため、平成２５年３月、本市は、当該汚染

箇所の除染を行った。	

４	 本市は、平成２４年３月から、市民等へ簡易型の放射線測定器の貸出しを

行った。	

５	 本市は、平成２４年４月から平成２７年３月まで、環境局に放射線安全推

進室を設置し、同室において、福島原発事故に伴う放射性物質対策を推進し

た。	

６	 本市は、平成２５年１２月から、上記２から５までの放射性物質対策に要

した費用（平成２６年度分までのもの。上記２の平成２２年度分及び平成２

３年度分は除く。）に係る損害賠償金の支払について、被申立人となるべき

者と協議を行ったが、損害賠償金の支払の合意には至らなかった。	

７	 被申立人となるべき者は、これらの放射性物質対策に要した費用に係る損

害賠償金の支払に応じず、今後も引き続き、これに応じないと認められるた

め、これらの放射性物質対策に要した費用４５，８４５，９８７円について、

原子力損害の賠償に関する法律に基づき、福島原発事故による原子力損害の



賠償に関する紛争のあっせんを行う原子力損害賠償紛争解決センターに対し、

あっせんの申立てを行うものである。	




